
所
得

① 掛金が 全額所得控除 ② 運用益が 非課税 ③ 給付金が 税制優遇

＊専業主婦 (夫) 等で所得のない方は、所得

控除が受けられません。

個人型確定拠出年金・愛称 「イデコ」

ゆとりある老後生活への資金準備には、税制メリットを受けながら長期積立できる 「iDeCo （個人型確定拠出年金）」 が

おすすめです。加入対象者は、65歳未満の公的年金加入者です。※

※一部例外的に加入できない場合があります。詳細は次ページの「加入区分と掛金額」をご覧ください。

ｉＤｅＣｏ のしくみ

通算加入者等期間 （６０歳時点） 受取可能年齢

１０年以上 ６０歳

８年以上１０年未満 ６１歳

６年以上８年未満 ６２歳

４年以上６年未満 ６３歳

２年以上４年未満 ６４歳

１か月以上２年未満 ６５歳

受
取
額

運
用
結
果
に
よ
り

受
取
額
は
異
な
り
ま
す

給付金受取

（原則６０歳～）
掛金拠出 ＋ 運用加入

特徴

１

お客さまご自身が

掛金の額と運用商品を

決めて運用します。

特徴

2

特徴

3

掛金拠出＋運用期間中に就職や

転職等をした場合は、積み立てた

年金資産を持ち運ぶことができます。

• 貯まった資産は、年金または一時金で受け取る

ことができます。

• 受取開始時期は60歳から75歳の間で自由に

決めることができます。

掛金拠出時、運用期間中、給付金受取時に税制優遇があります。

税制優遇

掛金は全額所得控除の対象となり、

所得税・住民税が軽減されます。

通常、金融商品の運用益には税金(源

泉分離課税20.315%) がかかりま

すが、 iDeCoの運用益は非課税です。

老齢給付金を一時金で受け取る場合

は「退職所得控除」、年金で受け取る

場合は「公的年金等控除」の対象とな

ります。

課税所得

iDeCo
以外の
所得控除

課税所得

iDeCo
以外の
所得控除

iDeCoの
所得控除

投資元本

運用益

運用益を
そのまま
元本に

加算

会社からの
退職金

＋

iDeCo

課税所得

退職所得
控除

非課税

１/２
控除後
金額

※60歳時点での通算加入者等期間に応じ、下表の年齢で

受取可能となります。60歳超で加入した場合は、原則と

して加入日から5年を経過した日から受取開始できます。



第１号被保険者 任意加入被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

自営業者等 国民年金に任意加入

している方※1

会社員・公務員※2等

専業主婦 (夫) 等

勤務先の企業年金制度※3

に加入していない

勤務先の企業年金制度※3

に加入している

月6.8万円※4 

(年81.6万円)

月2.3万円

(年27.6万円)

月2万円※5

(年24.0万円)

月2.3万円

(年27.6万円)

※１

※２

※３

※４

※５

掛金は、月額５,０００円 （最低掛金額６０,０００円／年） 以上、限度額の範囲で、１,０００円単位の任意の金額を設定します。

掛金の拠出限度額は下表のとおり加入区分や企業年金の加入状況等により異なります。

掛金額は年１回変更ができ、積み立てを中断・再開することもできます。

加入区分と掛金額

日本国内に居住する６０歳以上６５歳未満の方または日本国籍を有し海外に居住する２０歳以上６５歳未満の方で、老齢基礎年金を満額受給するため

等の理由で国民年金に任意加入している方を指します。

公務員等とは、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入員を指します。

企業年金制度とは、企業型確定拠出年金 （企業型ＤＣ）、確定給付企業年金 （ＤＢ）、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金および公務員の退職等年金給付

（共済）を指します。

ｉＤｅＣｏの掛金と国民年金の付加保険料または国民年金基金の掛金を合算しての限度額です。

掛金の限度額は、月額５.５万円から「企業型ＤＣの事業主掛金額」と「企業型ＤＣ以外の企業年金制度の掛金相当額 （｢ＤＢ等の他制度掛金相当額｣とい

います。） の合計額を差し引いた残額 （上限２万円） となります。この残額がｉＤｅＣｏの最低掛金額の月額５千円に満たない場合はｉＤｅＣｏに加入する

ことができません。なお、企業年金制度に加入している第２号被保険者 （公務員等を含む） は、掛金の納付方法として「年単位拠出 （任意に決めた月に

まとめて納付すること）」を選択できないため限度額の年額は表記しておりません。

＜ご留意事項＞ 次のいずれかに該当する方はｉＤｅＣｏに加入できません。

• 国民年金の保険料納付を免除 （一部免除を含む） されている方 （障害基礎年金を受給している方等を除く）

• 農業者年金の被保険者

• iDeCoの老齢給付金 （一時金を含む） を受給しているまたは受給したことがある方

• 老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰上げ受給している方

• 企業型ＤＣに加入している方のうち、事業主掛金が年単位拠出となっている、または企業型年金加入者掛金 （掛金マッチング拠出） を利用している方

三井住友海上のiDeCo （三井住友海上個人型４０１ｋプラン （クリエイトコース）） の

運用商品は、以下の１6商品です。

元本確保型商品 預金

投資信託

国内株式

国内債券

外国株式

外国債券

不動産投信

資産複合

• 三井住友信託ＤＣ変動定期５年

• 三井住友信託ＤＣ固定定期５年

• ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５ （確定拠出年金専用ファンド）

• トピックス・インデックス・オープン （確定拠出年金向け）

• フィデリティ・日本成長株・ファンド

• 三井住友・バリュー株式年金ファンド

• 三井住友・日本債券インデックス・ファンド

• 三井住友・ＤＣつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

• 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド

• ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ

• 野村新興国債券インデックスファンド （確定拠出年金向け）

• 野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド （確定拠出年金向け）

• 三井住友・ライフビュー・バランスファンド３０ （安定型）

• 三井住友・ライフビュー・バランスファンド５０ （標準型）

• 三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０ （積極型）

• 野村ＤＣ運用戦略ファンド （愛称：ネクスト１０）



種類 支払先 金額（税込） 支払方法

加入手数料 （初回のみ） 国民年金基金連合会 2,829円

企業型年金からの

移換がある場合に移換金から

差し引かれます

管理

手数料

事務委託先手数料 事務委託先金融機関 （信託銀行）※１ 年792円 〈合計〉

年4,416円

毎年3月末に年金資産から

差し引かれます運営管理手数料 運営管理機関 （三井住友海上火災保険） 年3,624円

iDeCoでは、手数料をお客さまご自身にご負担いただきます。

三井住友海上のiDeCoにおける手数料は次のとおりです。

手数料

種類 支払先 金額 （税込） 支払方法

加入手数料 （初回のみ） 国民年金基金連合会 2,829円 初回掛金から差し引かれます

管理

手数料

事務手数料 国民年金基金連合会 105円※２

〈合計〉

月482円

(年5,784円）

掛金から差し引かれます事務委託先手数料 事務委託先金融機関 （信託銀行）※１ 月66円

運営管理手数料 運営管理機関 （三井住友海上火災保険） 月311円

加入者に関する手数料 掛金を拠出する方の手数料です。

運用指図者に関する手数料 掛金を拠出せず、それまでに積み立てた年金資産の運用のみを行う方、年金受給中の方の手数料です。

※１ 詳細はiDeCo専用サイトをご確認ください。

※２ 掛金拠出１回あたりにかかる額であり、掛金を拠出しない月はかかりません。掛金を毎月・定額拠出としない場合の取扱いは、 iDeCo専用サイトをご確認ください。

• 上記のほか、給付金を受け取る際に給付１回あたり440円 （税込）、還付（iDeCo掛金を拠出した月に国民年金保険料が未納であった場合等に加入者へ掛

金相当額を返還すること） １回あたり1,488円（税込）かかります。

• 上記以外の費用として、投資信託の保有にかかる信託報酬があります。また、運用商品により、買付時や売却時に信託財産留保額がかかる場合があります。

三井住友海上の iDeCoに加入される際は、次の流れでお手続いただけます。

ご加入の流れ

お客さまの手続

STEP1

各機関での手続

STEP2

掛金拠出と運用開始

STEP3

➢ お申込みいただいた内容は、国民年金基金連

合会、日本レコード・ キーピン グ・ネットワーク

（NRK）に送られます。

➢ 各機関での手続完了後、「個人型年金加入

確認通知書」、「ユーザーID・商品登録完了の

お知らせ」等が届きます。

➢ 手続完了まで、1か月～2か月程度かかります。

➢ 「iDeCo専用サイト」からお手

続ください。次ページ二次元

コードを読み取ってアクセス

してください。

➢ 掛金拠出額や運用する商品

とその運用割合を決めます。

➢ 掛金の拠出と運用が始まります。

➢ 引落日は、毎月26日（休日の

場合は翌営業日）です。

コールセンターサービス

✓ ご不明点はお気軽にコールセンターへ

✓ フリーダイヤル（無料）で対応

✓ お客さまの加入状況に合わせたご案内

Webサービス

✓ ＰＣ、スマートフォンでいつでも残高確認

✓ 運用商品・運用割合の変更も可能

✓ リスク許容度に合わせたシミュレーション機能



0120-168-401 （無料）

取扱店 ： 吉備信用金庫 運営管理機関 ： 三井住友海上火災保険株式会社

25-A2G12-R３７ 2025年９月作成

◼ この資料は、個人型確定拠出年金のご案内を目的として作成されたものです。ご加入および運用商品の選択等にあたっては、運営管理機関が提供する資料を
お読みのうえ、ご自身でご判断ください。

◼ この資料に記載されている確定拠出年金等に関する制度内容・税制・その他取扱い、および意見等は、あくまで作成時点のものであり、その後の法令の改定や

環境・状況の変化等により変更することがあります。

掛金の所得控除による所得税・住民税の軽減額を確認してみましょう！
例えば毎月１万円ずつ掛金を積み立てた場合、課税所得金額400万円の方なら？

手順

1

「課税所得金額」と「税率」の確認

「課税所得金額」＝「① 給与所得控除後の金額」－「② 所得控除の額の合計額」です。

毎年1月頃に給与担当者から配られる「給与所得の源泉徴収票」をご確認ください。

ご参考

＜源泉徴収票＞

(※)自営業の方は確定申告書の「課税される所得金額」欄でご確認ください。

＜所得税・住民税率＞

課税所得金額 所得税率 住民税率

195万円以下 5%

10%

195万円超 330万円以下 10%

330万円超 695万円以下 20%

695万円超 900万円以下 23%

900万円超 1,800万円以下 33%

1,800万円超 4,000万円以下 40%

4,000万円超 45％

(※)復興特別所得税は考慮しておりません。

手順

2
次の計算式で年間の所得税・住民税の軽減額を計算

＝
年間の掛金

120,000（円） ×
所得税率

20 （％）

住民税率

１0 (％)

年間軽減税額

36,000 （円）＋

年間税制メリット

あなたの軽減税額はいくらになるでしょうか？

＝
年間の掛金

（円）
×

所得税率

（％）

住民税率

１0 (％)

年間軽減税額

（円）＋

読み取れない場合は、

アドレスを直接ご入力ください

（日曜日・祝日・年末年始は休業させていただきます）

お電話の際には下記取扱店名をお伝えください

[受付時間] 平日 9:00～１８:00 土 9:00～17:00

お申込み手続

ご加入いただく際に必ずご留意いただきたい点
iDeCoにご加入いただく際には、右のご留意点を事前にご確認ください。

受取金額は

運用結果によって異なります

60歳前の中途引出しは

原則できません

手数料は掛金または

年金資産から差し引かれます

ご留意点1 ご留意点2 ご留意点3

① ②

課税所得金額＝①－②

＜iDeCo専用サイト＞ ＜三井住友海上確定拠出年金コールセンター＞

https://dc-

401k.jp/public/seminar/view/144?bc=BKB9999999


